
みどりづくりの輪活動支援事業助成金交付要綱 

（目的） 
第１条 この事業は、公益財団法人大阪みどりのトラスト協会（以下「協会」という。）が「緑
の募金」の寄付金により、子どもたちの参加による自然環境保全活動や緑化活動、森林整備
活動、森林に関する学習等に助成し、次世代を担う子どもたちが生物多様性や森林整備、木
材の利用等について理解を深める機会となる活動の促進を図ることを目的とする。 

（助成対象活動） 
第 2条 助成の対象となる活動は、大阪府内において子どもたちの参加により実施される次の
各号に該当する活動とする。 
（１） 自然環境保全活動：生物多様性につながるビオトープ等の整備活動、野生生物の生息・

生育空間づくり
（２） 校庭・地域の緑化活動：校庭や地域における植樹等の緑化活動
（３） 森林整備活動：学校林や地域里山林等身近な森林における植栽や育林等の整備活動
（４） 森林 ESD（Education for Sustainable Development）等学習の実施：森林の効用や木

材利用に関する学習、木工体験、木製机・椅子等の制作
２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する活動は、助成の対象としないものとす
る。 

（１） 個人住宅など公開性のない場所での活動
（２） 同一場所・内容でこの助成による事業が完了してから 1 年以上経過していない活動
（３） その他「緑の募金」による助成事業としてふさわしくない活動

（助成対象団体） 
第 3条 助成の対象となる団体は、大阪府内に所在し、対象となる活動を主催する次の団体と

する。 
（１） 学校や保育園・幼稚園、またそれを所管する府市町村担当課等
（２） 子どもの健全育成を目的とした組織や社会教育団体
（３） その他協会が適当と認める団体

（助成対象経費） 
第 4条 助成の対象となる経費は、別表「助成対象経費」に定めるものとする。 
２ 次の各号に該当する経費は助成の対象としない。 
（１） 団体の経常的運営経費（事業所の維持経費や人件費）
（２） 他の団体、個人に対する寄付金、義援金等
（３） 飲食に係る経費
（４） その他協会が不適当と判断した経費

（助成金額） 
第 5条 助成金の上限は、１団体につき 15 万円とする。 



 
（事業実施期間） 
第 6条 助成事業の実施期間は、交付決定の通知日から当該年度の 3 月末日までとする。 
 
（交付申請） 
第 7条 助成を受けようとする団体は、みどりづくりの輪活動支援事業助成申請書及び収支予
算書（様式第 1号、第 2号）を、別途定める期日までに提出する。申請書には、その他協会
が求める資料を添付することとする。 

 
（交付決定および通知） 
第 8条 協会は、申請書をもとに審査会を開き、助成の採否ならびに助成額を決定し、その旨
を申請団体に通知する（様式第 3号、第 4 号） 

２ 協会は、前項の場合において、適正な交付を行う必要があるときは、助成金の交付の申請
に係る事項につき、修正を加えて助成金の交付を決定するものとする。 

 
（交付条件） 
第 9条 協会は、交付決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。 
（１）事業の内容または経費の配分の変更（協会の定める軽微な変更を除く。）をする場合
においては、予め協会の承認を得ること。 

（２）事業を中止又は廃止する場合においては、協会の承認を受けること。 
（３）事業の遂行または予定期間内の完了が困難となった場合は、速やかに協会に報告し、

その指示を受けること。  
 
（状況報告） 
第 10 条 助成活動団体は、協会の求めがあったときは、事業の遂行状況に関し、速やかに協
会に報告するものとする。 

 
（実績報告） 
第 11 条 助成活動団体は、事業が完了したときは、その日から 30 日以内または翌年度の 4月

10 日のいずれか早い日までに、みどりづくりの輪活動支援事業実績報告書及び収支精算書
（様式第 5 号、第 6 号）を提出しなければならない。報告書には、その他当協会が求める資
料を添付するものとする。 

 
（助成金額の確定等） 
第 12 条 協会は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容の審査及び必要に
応じて行う検査の結果、適当であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式
第 7号により助成活動団体に通知するものとする。 

 
（助成金の交付） 
第 13 条 助成活動団体は、前条の規定による助成金の交付を受けようとする場合は、みどり



づくりの輪活動支援事業助成金請求書（様式第 8号）を提出するものとする。協会は、この
請求により助成金を交付する。 

２ 事業の円滑な実施を確保するため、助成活動団体の請求により、交付決定額の二分の一を
限度として、概算払いにより交付することができる。 

 
（交付取消し） 
第 14 条 協会は、助成活動団体が次の各号に該当する場合は、助成金の交付の決定の全部又
は一部を取り消すことができる。 
（１） 虚偽の申請又はこの要綱に違反する事実があった場合 
（２） 交付決定の内容又はこれに附した条件に違反していると認められる場合 
（３）交付決定後に生じた事情の変更等により、助成活動を遂行することが困難である 
と認められる場合 

２ 前項の規定は、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用する。 
 
（助成金の返還） 
第 15 条 前条の規定により助成金の交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係
る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求める。 

２ 第 12 条の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、すでにその額を超
える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求める。 

 
（その他） 
第 16 条 助成活動団体は、当該事業が「緑の募金」の助成により実施されていることを、掲
示・広報するものとする。 

２ 助成事業を実施する年度または翌年度について、緑の募金活動に取り組むこととする。 
３ 事業実施後の効果などについて、後日の調査等に協力することとする。 
  



 
附 則 
  この規定は平成１２年７月１日から施行する。 
  この規定は平成１４年２月１日から施行する。 
  この規定は平成１４年６月１日から施行する。 
  この規定は平成１５年６月１日から施行する。 
  この規定は平成１６年１月１日から施行する。 
  この規定は平成１６年６月１日から施行する。 
  この規定は平成１８年８月１日から施行する。 
  この要綱は平成１８年１１月１５日から施行する。 

この要綱は平成１９年２月２７日から施行する。 
  この要綱は平成２４年６月１５日から施行する。 
  この要綱は平成３０年８月３１日から施行する。 
  この要綱は令和５年 5 月２３日から施行する。 
  この要綱は令和 6年 4 月 1日から施行する。 
 
  




